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平
成
十
九
年
分
の

所
得
税
確
定
申
告
並

び
に
平
成
二
十
年
度

の
町
県
民
税
申
告
か

ら
農
業
所
得
簡
易
計

算
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
比
較
的

小
規
模
な
農
家
の
う

ち
、
収
支
計
算
が
困

難
な
方
に
つ
い
て
は

申
告
の
目
安
と
し
て

農
業
所
得
簡
易
計
算

を
適
用
し
て
申
告
を

行
っ
て
い
ま
し
た
。

平
成
十
九
年
の
確
定

申
告
か
ら
は
、
ほ
か

の
事
業
所
得
と
同
様

に
実
際
の
収
入
金
額

か
ら
必
要
経
費
を
差

し
引
い
て
所
得
金
額

を
計
算
す
る
「
収
支

計
算
」
に
よ
り
、
農

業
所
得
を
計
算
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
今
回
の
農
業
所
得
簡
易
計

算
の
廃
止
に
伴
い
、
家
事
消
費
な
ど

の
計
算
の
目
安
と
し
て
い
た
「
保
有

米
の
六
十
�
当
た
り
の
単
価
」と「
自

家
用
畑
の
十
�
当
た
り
の
収
入
金
額
」

も
廃
止
さ
れ
ま
す
。

収
支
計
算
を
行
う
た
め
に
は
、
収

入
金
額
や
必
要
経
費
に
係
る
請
求

書
、
領
収
書
な
ど
の
書
類
の
保
存
と

日
々
の
取
引
を
帳
簿
に
記
録
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
こ
ま
め
に
領
収
書

な
ど
の
書
類
整
理
と
記
帳
を
行
い
、

再
来
年
の
所
得
税
・
住
民
税
の
申
告

か
ら
ス
ム
ー
ズ
に
収
支
計
算
が
で
き

る
よ
う
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

◆
問
い
合
わ
せ

宮
古
税
務
署
個
人

課
税
部
門
（
�
６
２
―
１
９
２
３
）

ま
た
は
役
場
税
務
会
計
課
町
民
税

担
当
（
�
８
２
―
３
１
１
１
内
線

１
１
１
）
へ
ど
う
ぞ
。

農業所得簡易計算が廃止に10月に県地方税特別
滞納整理機構を設立

県では「岩手県地方税
特別滞納整理機構」を10
月１日に設置し、悪質な
滞納に対して差し押さえ
や公売などを行うことと
しました。同機構には県
内23市町村が参加し、本
町も加入しています。
平成19年度には岩手県

全体で263億円が税源移
譲されるといわれていま
すが、税源が増えても納
税の滞納が増えては、行
財政の運営に大きな影響
が生じてしまいます。
今後は本町における滞

納事案の一部を同機構に
移管するなど、税収確保
対策を進めていきます。

悪
質
な
滞
納
者
へ
対
策
を
強
化

得
税
か
ら
地
方
税
の
個
人
住
民
税
へ

三
兆
円
規
模
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
個
人
住
民
税
の
所
得
割

は
、
課
税
所
得
に
応
じ
た
三
段
階

（
五
％
、
一
〇
％
、
一
三
％
）
の
累

進
税
率
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
今
回
の
改
正
で
一
律
一

〇
％
（
町
民
税
六
％
、
県
民
税
四
％
）

の
比
例
税
率
に
変
わ
り
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
所
得
税
が
現
行
の

四
段
階
か
ら
六
段
階
と
な
り
ま
す

が
、
個
人
住
民
税
と
所
得
税
を
合
わ

せ
た
税
負
担
は
基
本
的
に
変
わ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
基
礎
控
除
や
扶
養
控

除
な
ど
で
個
人
住
民
税
と
所
得
税
で

の
控
除
額
に
差
が
出
る
場
合
に
は
、

こ
の
差
額
を
調
整
控
除
と
し
て
個
人

住
民
税
所
得
割
額
か
ら
減
額
し
、
両

税
を
合
わ
せ
た
税
負
担
が
変
わ
ら
な

い
よ
う
に
調
整
さ
れ
ま
す
。

所
得
税
は
平
成
十
九
年
一
月
分
か

ら
、
個
人
住
民
税
が
同
年
六
月
分
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

役
場
税
務
会
計
課

町
民
税
担
当
（
�
８
２
│
３
１
１

１
内
線
１
１
１
）
へ
ど
う
ぞ
。

こ
れ
は
、
三
位
一
体
改

革
の
一
環
と
し
て
地
方
自

治
体
（
県
や
市
町
村
）
の

自
主
財
源
を
よ
り
多
く
確

保
す
る
た
め
、
国
税
の
所

税
制
改
正
に
よ
り
、
平

成
十
九
年
度
か
ら
町
民
の

皆
さ
ん
が
納
め
て
い
る
個

人
住
民
税
な
ど
の
税
率
が

大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
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（万円）（万円） 課税所得 

課税所得 （万円） 

●所得税 

４段階 ６段階 

●個人住民税 

◆改正の主な内容 

町民税 

現　行 改正後 

税制改正

国
か
ら
地
方
へ
税
源
移
譲

個
人
住
民
税
が
一
律
10
％
に

こ
ま
め
に
書
類
整
理
と
記
帳
を

◆問い合わせ 役場税務会計課収
納担当（�82－3111内線140）へ。


